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報告第１号 

 

   令和３年度江差町一般会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和３年度江差町一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により、別紙のとおり報告する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 
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令和3年度　江差町一般会計　繰越明許費繰越計算書

既 収 入 未 収 入

特 定 財 源 特 定 財 源

2 1 円 円 円 円 円

総務費 総務管理費 21,302,000 2,629,000 調定未済額

2,629,000

（内訳）

国庫支出金

2,629,000

2 1 円 円 円 円 円

総務費 総務管理費 12,222,000 9,845,000 9,845,000

2 1 円 円 円 円 円

総務費 総務管理費 2,233,000 2,233,000 2,233,000

2 1 円 円 円 円 円

総務費 総務管理費 8,756,000 8,756,000 8,756,000

2 1 円 円 円 円 円

総務費 総務管理費 5,720,000 5,720,000 5,720,000

3 1 円 円 円 円 円

民生費 社会福祉費 167,168,000 10,411,000 調定未済額

10,411,000

（内訳）

国庫支出金

10,411,000

3 2 円 円 円 円 円

民生費 児童福祉費 44,348,000 100,000 調定未済額

100,000

（内訳）

国庫支出金

100,000

3 2 円 円 円 円 円

民生費 児童福祉費 43,202,000 100,000 調定未済額

100,000

（内訳）

国庫支出金

100,000

5 1 円 円 円 円 円

労働費 労働費 16,115,000 16,115,000 16,115,000

5 1 円 円 円 円 円

労働費 労働費 1,080,000 1,080,000 1,080,000

款 項 事業名 金額

令和3年度子育て
世帯等臨時特別支
援事業（子育て世
帯への臨時特別給
付（追加給付））

住民税非課税世帯
等に対する臨時特
別給付金事業

令和3年度子育て
世帯等臨時特別支
援事業（子育て世
帯への臨時特別給
付（先行給付））

左の財源内訳

一 般 財 源

行政情報化・電子
自治体推進

江差円山テレビ中
継局受信アンテナ
放射器補修工事

江差新栄テレビ中
継局設備補修工事

檜山地域人材開発
センター正面外壁
改修

檜山地域人材開発
センター高圧受変
電設備改修

翌年度繰越額

江差南が丘デジタ
ル無線共聴施設パ
ンザマスト建替工事

旧江光ビル跡地活
用基本計画策定
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既 収 入 未 収 入

特 定 財 源 特 定 財 源

款 項 事業名 金額

左の財源内訳

一 般 財 源
翌年度繰越額

6 1 円 円 円 円 円

商工費 商工費 8,447,000 8,447,000 8,447,000

8 2 円 円 円 円 円

土木費 道路橋梁費 橋梁長寿命化修繕 224,000,000 119,690,000 調定未済額 10,791,000

108,899,000

（内訳）

国庫支出金

71,999,000

地方債

36,900,000

8 4 円 円 円 円 円

土木費 港湾費 59,000,000 59,000,000 調定未済額

59,000,000

（内訳）

地方債

59,000,000

8 5 円 円 円 円 円

土木費 都市計画費 1,371,000 396,000 396,000

8 5 円 円 円 円 円

土木費 都市計画費 18,000,000 18,000,000 調定未済額 9,000,000

9,000,000

（内訳）

国庫支出金

9,000,000

8 6 円 円 円 円 円

土木費 住宅費 2,053,000 1,381,000 1,381,000

10 2 円 円 円 円 円

教育費 小学校費 39,800,000 39,800,000 39,800,000

10 4 円 円 円 円 円

教育費 社会教育費 37,990,000 1,185,000 1,185,000

10 4 円 円 円 円 円

教育費 社会教育費 17,658,000 17,658,000 17,658,000

松の岱公園街灯改
修

町営住宅浴槽等設
置

文化会館非常用発
電機バッテリー交換

文化会館移動観覧
席改修

大規模盛土造成地
第二次スクリーニン
グ調査

かもめ島島上ス
テージ外壁改修

南が丘小学校・江
差北小学校複合遊
具整備

直轄港湾整備(国第
1次補正分)

- 3 -



 
- 4 -



報告第２号 

 

令和３年度江差町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について 

 

 令和３年度江差町公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施行令第１４

６条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 
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令和3年度　江差町公共下水道事業特別会計　繰越明許費繰越計算書

既 収 入 未 収 入

特 定 財 源 特 定 財 源

1 2 円 円 円 円 円

施設管理費 95,430,000 21,000,000 調定未済額 30,000

20,970,000

（内訳）

地方債

5,400,000

国庫支出金

11,550,000

分担金

4,020,000

下水道管理センター管
理費

左の財源内訳

一 般 財 源
款 項 事業名 金額 翌年度繰越額

公共下水道
費
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報告第３号 

 

令和３年度江差町水道事業会計繰越計算書について 

 

 令和３年度江差町水道事業会計繰越計算書について、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、

別紙のとおり報告する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 
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承認第１号 

 

   令和４年度江差町一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認を求めることについて 

 

 令和４年度江差町一般会計補正予算（第４号）について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

 

  令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

   提案理由 

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保（４回目接種）に係る経費を専決処分したことについて、

議会の承認を求める必要があるため。 

  

- 9 -



 

専 決 処 分 書 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和４年度江差町一般会計補正予算を次のとおり専決

処分する。 

 

令和４年５月１９日 

江差町長 照井 誉之介 

 

 

令和４年度江差町一般会計補正予算（第４号） 

 

 令和４年度江差町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、それぞれ１４，７５９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ５，７７５，４２１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

衛生費 予防費
新型コロナウイルスワクチ
ン接種体制確保（４回目
接種）

14,759 14,759

14,759 14,759計

令和４年度　一般会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考
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第１表　歳入歳出予算補正
歳  入 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

13国 庫 支 出 金 671,966 14,759 686,725

 1国 庫 負 担 金 382,630 2,733 385,363

 2国 庫 補 助 金 277,426 12,026 289,452

5,760,662 14,759 5,775,421
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 4衛 生 費 464,079 14,759 478,838

 1保 健 衛 生 費 464,079 14,759 478,838

5,760,662 14,759 5,775,421
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

１３ 国 庫 支 出 金 671,966

5,760,662

14,759

14,759

686,725

5,775,421
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 4衛 生 費 464,079

5,760,662

14,759

14,759

478,838

5,775,421

14,759

14,759 0 0 0

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

13 国庫支出金 671,966 14,759 686,725

  1 国庫負担金 382,630 2,733 385,363

   2 衛生費国庫負担金 14,479 2,733 17,212

  2 国庫補助金 277,426 12,026 289,452

   3 衛生費国庫補助金 22,159 12,026 34,185

     歳     入     合     計 5,760,662 14,759 5,775,421
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 保 健 衛 生 費 負 担 金 2,733 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担
金                                          

 1 保 健 衛 生 費 補 助 金 12,026 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補
助金                                        
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 4 衛生費 464,079 14,759 478,838 14,759

  1 保健衛生費 464,079 14,759 478,838 14,759

   2 予防費 78,876 14,759 93,635 14,759

　歳　出　合　計　 5,760,662 14,759 5,775,421 14,759 0 0 0
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 1 報 酬 819 会計年度任用職員　6人                       
（看護師4人、保健師2人）                    

 2 給 料 917 会計年度任用職員　2人                       

 3 職 員 手 当 等 483 会計年度任用職員                            
　通勤手当　　　　　                     152
　時間外勤務手当　　　　　               114
　退職手当組合負担金　　　　　           217

 4 共 済 費 282 会計年度任用職員                            
　共済組合負担金                            

 7 報 償 費 1,330 健康被害調査委員謝礼                     120
薬剤師謝礼                             1,010
看護師謝礼                               200

 8 旅 費 99 健康被害調査委員旅費                        

10 需 用 費 1,920 消耗品費                               1,650
印刷製本費                               220
医薬材料費                                50

11 役 務 費 1,117 通信運搬費                                  
　電話料等　                             202
　郵便料・送料　                         720
手数料                                      
　その他手数料　                         195

12 委 託 料 6,950 新型コロナウイルスワクチン接種委託     2,733
健康管理システム改修委託                 259
コールセンター業務委託                 2,200
広報チラシ配布委託                       200
接種会場設営撤去及び清掃消毒業務委託     832
バス運行委託                             726

13 使 用 料 及 び 賃 借 料 342 バス借上料                               192
接種会場用物品借上料                     150

17 備 品 購 入 費 500 感染予防対策備品                            
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（４）給与費明細書
１．特別職

期末手当
（千円）

年間支給率

（人） （千円） （千円） （月分） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）
7,255
4.30

4,957
2.40

7,255
4.30

4,957
2.40

２．一般職
（１）総括
　ア　会計年度任用職員以外の職員

報 酬 給 料 職員手当 計
（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

94 336,511 251,461 587,972 108,993 696,965

94 336,511 251,461 587,972 108,993 696,965

扶養手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

8,862 6,688 67,834 56,179 10,546 32,036 2,116 6,546 6,500

8,862 6,688 67,834 56,179 10,546 32,036 2,116 6,546 6,500

宿直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

492 53,662

492 53,662

　イ　会計年度任用職員

報 酬 給 料 職員手当 計
（人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

135 52,514 90,524 40,274 183,312 28,465 211,777

6 819 917 483 2,219 282 2,501

141 53,333 91,441 40,757 185,531 28,747 214,278

扶養手当 寒冷地手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 時間外手当 通勤手当 住居手当 児童手当
（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

13,730 6,629 2,044 750

114 152

13,730 6,743 2,196 750

宿直手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 退職手当組合負担金

（千円） （千円） （千円） （千円）

17,121

217

17,338

区 分
職 員 数

給 与 費

共済費 合　計
報　酬 給　料 地域手当

寒冷地
手当

その他
の手当

計

補

正

前

長 等 3 20,976 291 7,892 36,414

その他の特
別 職

361 15,135 15,135

5,784 42,198

議 員 12 26,436 31,393 8,610 40,003

15,135

計 376 41,571 20,976 12,219 291 7,892 82,942 14,394 97,336

補

正

額

長 等

その他の特
別 職

議 員

補

正

後

長 等 3 20,976

計

40,003

その他の特
別 職

361

291 7,892 36,414 5,784 42,198

議 員 12 26,436 31,393 8,610

15,135

97,336

15,135 15,135

計 376 41,571 20,976 12,219

補 正 額

291 7,892 82,942 14,394

補 正 後

区 分
職員数

給 与 費
共済費 合　計

備　　考

補 正 前

補 正 前

補 正 額

補 正 後

備　　　考

補 正 前

補 正 額

補 正 後

区 分
職員数

給 与 費
共済費 合　計

備　　考

職

員

手

当

の

内

訳

区分

補 正 前

補 正 額

補 正 後

区 分

備　　　考

補 正 前

補 正 額

補 正 後

職

員

手

当

の

内

訳

区分

補 正 前

補 正 額

補 正 後

区 分
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議案第１号 

 

   江差町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 

 江差町国民健康保険税条例の一部を、次のように改正するものとする。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

提案理由 

 地方税法施行令の一部改正、保険税率の改正、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免

特例に伴い、江差町国民健康保険税条例を改正するもの。 

  

- 21 -



江差町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

江差町国民健康保険税条例（昭和４０年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 

本則中「国民健康保険の被保険者に係る所得割額」を「国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の

所得割額」に、「国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等割額」を「国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額」に、「国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額」を「国民健康保

険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額」に改める。 

 

第２条第２項ただし書中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に改め、同条第３項ただし書

中「１９０，０００円」を「２００，０００円」に改める。 

 

第３条第１項中「６．８１」を「７．２５」に改める。 

 

第４条中「１８，７００円」を「１９，７００円」に改める。 

 

第５条第１号中「第２３条」を「第２３条第１項」に、「２６，９００円」を「２４，０００円」に改

め、同条第２号中「１３，４５０円」を「１２，０００円」に改め、同条第３号中「２０，１７５円」

を「１８，０００円」に改める。 

 

第６条中「賦課期日の属する年の前年の所得に係る」を削り、「２．４６」を「２．７０」に改める。 

 

第７条中「７，１００円」を「７，２００円」に改める。 

 

第７条の２第１号中「９，６００円」を「８，８００円」に改め、同条第２号中「４，８００円」を

「４，４００円」に改め、同条第３号中「７，２００円」を「６，６００円」に改める。 

 

第８条中「１．７７」を「１．９０」に改める。 

 

第９条中「７，０００円」を「７，１００円」に改める。 

 

第９条の２中「６，８００円」を「６，６００円」に改める。 

 

第１３条第１項中「同条」を「その減額後」に改める。 

 

第２３条中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に、「１９０，０００円」を「２００，００

０円」に改め、同条第１号中「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「１

３，０９０円」を「１３，７９０円」に改め、同号イ中「１８，８３０円」を「１６，８００円」に、

「９，４１５円」を「８，４００円」に、「１４，１２２円」を「１２，６００円」に改め、同号ウ中「４，

９７０円」を「５，０４０円」に改め、同号エ中「６，７２０円」を「６，１６０円」に、「３，３６０
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円」を「３，０８０円」に、「５，０４０円」を「４，６２０円」に改め、同号オ中「４，９００円」を

「４，９７０円」に改め、同号カ中「４，７６０円」を「４，６２０円」に改め、同条第２号中「法第

７０３条の５」を「法第７０３条の５第１項」に改め、同号ア中「９，３５０円」を「９，８５０円」

に改め、同号イ中「１３，４５０円」を「１２，０００円」に、「６，７２５円」を「６，０００円」に、

「１０，０８７円」を「９，０００円」に改め、同号ウ中「３，５５０円」を「３，６００円」に改め、

同号エ中「４，８００円」を「４，４００円」に、「２，４００円」を「２，２００円」に、「３，６０

０円」を「３，３００円」に改め、同号オ中「３，５００円」を「３，５５０円」に改め、同号カ中「３，

４００円」を「３，３００円」に改め、同条第３号中「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１

項」に改め、同号ア中「３，７４０円」を「３，９４０円」に改め、同号イ中「５，３８０円」を「４，

８００円」に、「２，６９０円」を「２，４００円」に、「４，０３５円」を「３，６００円」に改め、

同号ウ中「１，４２０円」を「１，４４０円」に改め、同号エ中「１，９２０円」を「１，７６０円」

に、「９６０円」を「８８０円」に、「１，４４０円」を「１，３２０円」に改め、同号オ中「１，４０

０円」を「１，４２０円」に改め、同号カ中「１，３６０円」を「１，３２０円」に改め、同条に次の

１項を加える。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前であ

る被保険者（以下「未就学児」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者

均等割額（当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額（前項に規定す

る金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被

保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号アに規定する金額を減額した世帯 ２，９５５円 

イ 前項第２号アに規定する金額を減額した世帯 ４，９２５円 

ウ 前項第３号アに規定する金額を減額した世帯 ７，８８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ９，８５０円 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世

帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号ウに規定する金額を減額した世帯 １，０８０円 

イ 前項第２号ウに規定する金額を減額した世帯 １，８００円 

ウ 前項第３号ウに規定する金額を減額した世帯 ２，８８０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ３，６００円 

 

第２３条の２中「前条の」を「前条第１項の」に、「前条第１号」を「前条第１項第１号」に、「「総所

得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「次号及び第３号において同じ。）」の次に「及び」を加える。 

 

附則第２項中「第２３条」を「第２３条第１項」に、「法第７０３条の５」を「法第７０３条の５第１

項」に改める。 

 

附則第３項中「第２３条」を「第２３条第１項」に、「第２３条中」を「第２３条第１項」に改める。 
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附則第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第２３条」を「第２３条第１項」に改める。 

 

附則第１４項中「令和３年度分」を「令和４年度分」に、「令和３年４月１日から令和４年３月３１日」

を「令和４年４月１日から令和５年３月３１日」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の江差町国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第２号 

 

   江差町介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 江差町介護保険条例の一部を、次のように改正するものとする。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

提案理由 

 新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免特例に伴い、江差町介護保険条例を改正するも

の。 
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江差町介護保険条例の一部を改正する条例 

 

江差町介護保険条例（平成１２年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 

附則第６条第１項中「令和４年３月３１日」を「令和５年３月３１日」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第６条第１項及び次項の規定は、令和４年４月１日

から適用する。 
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議案第３号 

 

令和４年度江差町一般会計補正予算（第５号）について 

 

令和４年度江差町一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、それぞれ１１，１７４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ５，７８６，５９５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分毎の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

   提案理由 

 令和４年度江差町一般会計補正予算の調整後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加する必要が

生じたことによる。 
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（単位：千円）

款 目 国庫支出金 道支出金 地方債 その他特定財源 一般財源

総務費
一般管理
費

個人情報保護条例等改正
支援業務委託

880 880

総務費
住民運動
対策費

コミュニティ助成（上野町「源
氏山」山車改修補助）

2,500 2,500

民生費
障害者福
祉費

重度心身障害者医療給付
の受給者負担割合の運用
誤りによる追加給付事業

2,284 192 2,092

民生費
児童福祉
総務費

保育士・幼稚園教諭等処遇
改善臨時特例事業

939 939

農林水産
業費

農業振興
費

経営所得安定対策 822 822

商工費
自然公園
管理費

かもめ島島上ステージ外壁
改修工事

400 400

商工費
自然公園
管理費

かもめ島公衆トイレ屋根改
修工事

3,349 3,349

11,174 939 1,014 2,500 6,721計

令和４年度　一般会計補正予算構成表

科目
事業名 補正額

財源内訳
備考

- 29 -



歳  入

第１表　歳入歳出予算補正
単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 入 合 計

13国 庫 支 出 金 686,725 939 687,664

 2国 庫 補 助 金 289,452 939 290,391

14道 支 出 金 286,489 1,014 287,503

 2道 補 助 金 39,033 1,014 40,047

18繰 越 金 50,609 6,721 57,330

 1繰 越 金 50,609 6,721 57,330

19諸 収 入 80,642 2,500 83,142

 6雑 入 23,083 2,500 25,583

5,775,421 11,174 5,786,595
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歳  出 単位：千円

款 項 補正前の額 補 正 額 　　計　　

歳 出 合 計

 2総 務 費 1,251,991 3,380 1,255,371

 1総 務 管 理 費 1,181,426 3,380 1,184,806

 3民 生 費 1,536,095 3,223 1,539,318

 1社 会 福 祉 費 1,222,611 2,284 1,224,895

 2児 童 福 祉 費 313,484 939 314,423

 6農 林 水 産 業 費 190,048 822 190,870

 1農 業 費 123,661 822 124,483

 7商 工 費 219,427 3,749 223,176

 1商 工 費 219,427 3,749 223,176

5,775,421 11,174 5,786,595
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（１）総括

歳入歳出補正予算事項別明細書

（歳入）
単位：千円

款 　 　 計 　 　　 補 正 額 　補 正 前 の 額

歳 入 合 計

１３

１４

１８

１９

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

繰 越 金

諸 収 入

686,725

286,489

50,609

80,642

5,775,421

939

1,014

6,721

2,500

11,174

687,664

287,503

57,330

83,142

5,786,595
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（歳出）

款

地 方 債 そ の 他

特 定 財 源

単位：千円

国道支出金

歳 出 合 計

　　計　　補正前の額 補 正 額

 2

 3

 6

 7

総 務 費

民 生 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

1,251,991

1,536,095

190,048

219,427

5,775,421

3,380

3,223

822

3,749

11,174

1,255,371

1,539,318

190,870

223,176

5,786,595

1,131

822

1,953 0

2,500

2,500

880

2,092

3,749

6,721

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

一般財源
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目

款

項

（２）歳入

補 正 前 の 額 補 正 額     計     

13 国庫支出金 686,725 939 687,664

  2 国庫補助金 289,452 939 290,391

   2 民生費国庫補助金 11,107 939 12,046

14 道支出金 286,489 1,014 287,503

  2 道補助金 39,033 1,014 40,047

   1 民生費道費補助金 18,271 192 18,463

   3 農林水産業費道費補助金 17,144 822 17,966

18 繰越金 50,609 6,721 57,330

  1 繰越金 50,609 6,721 57,330

   1 繰越金 50,609 6,721 57,330

19 諸収入 80,642 2,500 83,142

  6 雑入 23,083 2,500 25,583

   1 雑入 23,083 2,500 25,583

     歳     入     合     計 5,775,421 11,174 5,786,595
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

 2 児 童 福 祉 費 補 助 金 939 令和4年度保育士等処遇改善臨時特例交付金     

 1 社 会 福 祉 費 補 助 金 192 重度心身障害者医療給付（追加給付）          

 1 農 業 費 補 助 金 822 経営所得安定対策等推進事業補助              

 1 前 年 度 繰 越 金 6,721 前年度繰越金                                

 2 雑 入 2,500 コミュニティ助成（上野町「源氏山」山車改修補
助）                                        
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地 方 債 そ の 他

特 定 財 源
一般財源

目

款

項

（３）歳出

国道支出金

補正前の額 補 正 額     計    

補 正 予 算 額 の 財 源 内 訳

 2 総務費 1,251,991 3,380 1,255,371 2,500 880

  1 総務管理費 1,181,426 3,380 1,184,806 2,500 880

   1 一般管理費 691,986 880 692,866 880

   8 住民運動対策 4,152 2,500 6,652 2,500
     費           

 3 民生費 1,536,095 3,223 1,539,318 1,131 2,092

  1 社会福祉費 1,222,611 2,284 1,224,895 192 2,092

   5 障害者福祉費 587,100 2,284 589,384 192 2,092

  2 児童福祉費 313,484 939 314,423 939

   1 児童福祉総務 166,776 939 167,715 939
     費           

 6 農林水産業費 190,048 822 190,870 822

  1 農業費 123,661 822 124,483 822

   2 農業振興費 50,256 822 51,078 822

 7 商工費 219,427 3,749 223,176 3,749

  1 商工費 219,427 3,749 223,176 3,749

   7 自然公園管理 13,638 3,749 17,387 3,749
     費           

　歳　出　合　計　 5,775,421 11,174 5,786,595 1,953 0 2,500 6,721
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金 額区 分

説 明

節

単位：千円

12 委 託 料 880 個人情報保護条例等改正支援業務委託          

18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 2,500 上野町「源氏山」山車改修補助                

19 扶 助 費 385 追加医療給付（時効成立前分）                

22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料 1,899 追加医療給付（時効成立後分）　　　　　 1,666
加算金（時効成立前分）　　　　　　　　　　10
加算金（時効成立後分）　　　　　　　　　 223

18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 939 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例補助    

18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 822 江差町地域農業再生協議会補助（経営所得安定対
策等推進事業補助）                          

14 工 事 請 負 費 3,749 かもめ島島上ステージ外壁改修工事         400
かもめ島下公衆トイレ屋根改修工事       1,116
かもめ島上公衆トイレ屋根改修工事       2,233
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議案第４号 

 

   北海道市町村総合事務組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村総合事務組合

規約を次のとおり変更する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

提案理由 

 団体の加入に伴い、北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する必要が生じたため。 
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北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 北海道市町村総合事務組合規約（平成３１年２月２２日市町村第１８７７号指令）の一部を次のよう

に変更する。 

 

 別表第１上川総合振興局（３０）の項中「（３０）」を「（３１）」に改め、「上川広域滞納整理機構」の

次に「、上川中部福祉事務組合」を加える。 

  

別表第２の９の項中「上川広域滞納整理機構」の次に「、上川中部福祉事務組合」を加える。 

 

   附 則 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による北海道知事の許

可の日から施行する。 
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議案第５号 

 

   北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道市町村職員退職手当

組合規約を次のとおり変更する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

提案理由 

 団体の加入に伴い、北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する必要が生じたため。 
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北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 

 

 北海道市町村職員退職手当組合規約（昭和３２年１月２３日３２地第１７５号指令許可）の一部を次

のように変更する。 

 

 別表(2)一部事務組合及び広域連合の表上川管内の項中「富良野広域連合」の次に「、上川中部福祉事

務組合」を加える。 

 

   附 則 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可

の日から施行する。 
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議案第６号 

 

   北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、北海道町村議会議員公務災

害補償等組合規約を次のとおり変更する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

提案理由 

 団体の加入に伴い、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する必要が生じたため。 
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北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約 

 

 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約（昭和４３年５月１日地方第７２２号指令許可）の一部

を次のように変更する。 

 

 別表第１中「上川中部福祉事務組合」を加える。 

 

   附 則 

 この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による総務大臣の許可

の日から施行する。 
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議案第７号 

 

   江差町・上ノ国町学校給食組合規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第２項の規定により、江差町・上ノ国町学校給食

組合規約を次のとおり変更する。 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

提案理由 

 組合事務所の移転に伴い、江差町・上ノ国町学校給食組合規約の一部を変更する必要が生じたため。 
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江差町・上ノ国町学校給食組合規約の一部を変更する規約 

 

 江差町・上ノ国町学校給食組合規約（昭和４５年７月２５日地方第１６９４号指令）の一部を次のよ

うに変更する。 

 

 第４条中「檜山郡江差町字南浜町４１１番地」を「檜山郡江差町字砂川７番地７」に改める。 

 

   附 則 

 この規約は、令和４年８月１日から施行する。 
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議案第８号 

 

工事請負契約の締結について 

 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年江差町条例第１５号）

第２条の規定に基づき、次のとおり請負契約を締結するため、議会の議決を求める。 

 

記 

１ 契 約の目的   令和３年度 町道陣屋椴川線第３椴川橋架換工事 

２ 工 事 場 所   檜山郡江差町字椴川町地内 

３ 契 約の方法   指名競争入札 

４ 契約の相手方   前田組・道南土木・宏栄建設経常建設共同企業体 

           代表者 檜山郡江差町字豊川町１６８番地１ 

               株式会社 前田組 

               代表取締役 前 田 憲 男 

５ 契 約の金額   変更前 １７６，０００，０００ 円 

           変更後 １８６，６２６，０００ 円 

 

令和４年６月９日提出 

 

江差町長 照井 誉之介 

 

  提案理由 

 令和３年１１月２６日に議決した当該契約において、工法などの変更により設計金額に変更が生じた

ため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により、予定価格５０，０

００，０００円以上の工事の請負契約であるため議会の議決に付すもの。 
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